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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に光が照射されて発生した光音響波に基づいて前記被検体内部の機能情報を示す
機能画像を作成し、前記被検体内部で反射した超音波に基づいて前記被検体内部の形態情
報を示す形態画像を作成する信号処理部を備え、
　前記信号処理部は、前記機能画像を複数の領域に分割し、前記複数の領域のそれぞれに
異なる画像処理を行い、処理された前記機能画像を前記形態画像に重畳し、重畳の結果と
して作成された重畳画像を表示部に表示させ、
　前記信号処理部は、前記機能画像を、前記機能画像の画素値に関する複数の閾値パラメ
ータに基づいて前記複数の領域に分割し、
　前記信号処理部は、前記機能画像に行う異なる画像処理として、前記機能情報に対する
透過率を設定する処理を行い、
　前記信号処理部は、前記機能画像の前記複数の領域のそれぞれに異なる透過率が設定さ
れるような画像処理を行う
ことを特徴とする被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記信号処理部は、前記機能画像の前記複数の領域のそれぞれに異なる色相が設定され
るような画像処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】



(2) JP 6443866 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

　前記被検体に光が照射されて発生した前記光音響波を受信する光音響プローブと、
　前記被検体に送信され前記被検体内部で反射した前記超音波を受信する超音波プローブ
と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１または２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記光音響プローブは、前記超音波プローブを兼ねる
ことを特徴とする請求項３に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記被検体に送信された超音波は、前記超音波プローブから送信されたものである
ことを特徴とする請求項３または４に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　ユーザが前記複数の閾値パラメータを指示するための入力部をさらに備える
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項７】
　前記信号処理部は、前記複数の閾値パラメータを、前記被検体内部の前記領域の規模に
応じて設定する
ことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項８】
　前記信号処理部は、特定の規模以上の血管を含む注目領域と、前記血管を含まない非注
目領域とが区別されるように、前記複数の閾値パラメータを設定する
ことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項９】
　ユーザが前記複数の閾値パラメータの中の、前記透過率を設定する際の所定の閾値パラ
メータを指示するための入力部をさらに備え、
　前記信号処理部は、前記ユーザにより前記所定の閾値パラメータが変更されることに応
じて、前記重畳画像を更新する
ことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１０】
　前記信号処理部は、前記複数の閾値パラメータのレンジを示すグラフィックを前記表示
部に表示する
ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１１】
　前記信号処理部は、前記グラフィックとして、バーを表示する
ことを特徴とする請求項１０に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１２】
　光源をさらに備える
ことを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１３】
　前記閾値パラメータは、前記機能画像の各位置における画素値に適用される
ことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項１４】
　信号処理部を備える被検体情報取得装置を用いた被検体情報取得方法であって、
　前記信号処理部が、被検体に光が照射されて発生した光音響波に基づいて前記被検体内
部の機能情報を示す機能画像を作成し、前記被検体内部で反射した超音波に基づいて前記
被検体内部の形態情報を示す形態画像を作成する、作成ステップを有し、
　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、
　　前記機能画像を複数の領域に分割し、前記複数の領域のそれぞれに異なる画像処理を
行い、処理された前記機能画像を前記形態画像に重畳し、重畳の結果として作成された重
畳画像を表示部に表示させ、
　　前記機能画像を、前記機能画像の画素値に関する複数の閾値パラメータに基づいて前
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記複数の領域に分割し、
　　前記機能画像に行う異なる画像処理として、前記機能情報に対する透過率を設定する
処理を行い、
　　前記機能画像の前記複数の領域のそれぞれに異なる透過率が設定されるような画像処
理を行う
ことを特徴とする被検体情報取得方法。
【請求項１５】
　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、前記機能画像の前記複数の領域のそれ
ぞれに異なる色相が設定されるような画像処理を行う
ことを特徴とする請求項１４に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１６】
　前記被検体情報取得装置は、光音響プローブと超音波プローブをさらに備えており、
　前記光音響プローブが、前記被検体に光が照射されて発生した前記光音響波を受信する
光音響受信ステップと、
　前記超音波プローブが、前記被検体に送信され前記被検体内部で反射した前記超音波を
受信する超音波受信ステップと、
をさらに有する
ことを特徴とする請求項１４または１５に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１７】
　前記光音響プローブは、前記超音波プローブを兼ねる
ことを特徴とする請求項１６に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１８】
　前記被検体に送信された超音波は、前記超音波プローブから送信されたものである
ことを特徴とする請求項１６または１７に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１９】
　前記被検体情報取得装置は、入力部をさらに備えており、
　ユーザが前記入力部を用いて前記複数の閾値パラメータを指示する入力ステップをさら
に有する
ことを特徴とする請求項１４ないし１８のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項２０】
　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、前記複数の閾値パラメータを、前記被
検体内部の前記領域の規模に応じて設定する
ことを特徴とする請求項１４ないし１９のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項２１】
　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、特定の規模以上の血管を含む注目領域
と、前記血管を含まない非注目領域とが区別されるように、前記複数の閾値パラメータを
設定する
ことを特徴とする請求項１４ないし１９のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項２２】
　前記被検体情報取得装置は、入力部をさらに備えており、
　ユーザが前記複数の閾値パラメータの中の、前記透過率を設定する際の所定の閾値パラ
メータを指示する入力ステップをさらに有し、
　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、前記ユーザにより前記所定の閾値パラ
メータが変更されることに応じて、前記重畳画像を更新する
ことを特徴とする請求項１４ないし２１のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項２３】
　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、前記複数の閾値パラメータのレンジを
示すグラフィックを前記表示部に表示する
ことを特徴とする請求項１４ないし２２のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項２４】
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　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、前記グラフィックとして、バーを表示
する
ことを特徴とする請求項２３に記載の被検体情報取得方法。
【請求項２５】
　前記被検体情報取得装置は、光源をさらに備えている
ことを特徴とする請求項１４ないし２４のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項２６】
　前記閾値パラメータは、前記機能画像の各位置における画素値に適用される
ことを特徴とする請求項１４ないし２５のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体情報取得装置および被検体情報取得方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、生体にレーザ光を照射して光音響効果による超音波（光音響波）を発生させ、こ
の光音響波を解析することで、生体表面および内部の構造・状況を画像化して解析する技
術が考案されている（特許文献１参照）。この技術は光音響測定や光音響トモグラフィと
も呼ばれ、非侵襲で検査が行えるため、人体内部の検査のために医療転用する動きもみら
れている。たとえば、乳がん検診を目的とした光音響測定装置が開発されている（非特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５，８４０，０２３号明細書
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】S. A. Ermilov et al., Development of laser optoacoustic and ultr
asonic imaging system for breast cancer utilizing handheld array probes, Photons
 Plus Ultrasound: Imaging and Sensing 2009, Proc. of SPIE vol. 7177, 2009.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　光音響測定装置は、被検体への照射光の波長によって、被検体内の光吸収係数などの光
学特性値をはじめとする、様々な情報を取得することができる。例えば、血液中のヘモグ
ロビンに吸収されやすい性質を持つ近赤外光を使用すると、血管像イメージを取得できる
。また、オキシヘモグロビンに吸収されやすい波長の照射光と、デオキシヘモグロビンに
吸収されやすい波長の照射光を用いて複数回の測定を行い、取得した複数の血管像イメー
ジを比較することで、血液中の酸素飽和度を測定できる。これら、光吸収係数分布を示す
画像や、酸素飽和度分布を示す画像は、被検体内の機能的な分布を示す機能画像と言える
。
【０００６】
　一方、非特許文献１によると、被検体に超音波を送信し、被検体内部で反射したエコー
波を受信することで、被検体内部のエコー画像を得ることができる。これは被検体内の形
態構造を示す形態画像と言える。
【０００７】
　光音響測定で得られる機能画像と、超音波測定で得られる形態画像を重ね合わせて重畳
画像を生成することで、ユーザは、被検体内の光吸収係数分布と、内部構造とを対比して
確認できる。しかしながら、機能画像のすべてを、そのまま形態画像に重ねあわせてしま
うと、形態画像の注目点を隠してしまう問題があった。
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【０００８】
　具体例を挙げると、乳房内部の光吸収係数分布画像（機能画像）を、乳房の超音波断層
像（形態画像）に重ね合わせたときに、形態画像中の腫瘤部や、組織の輪郭部などを隠し
てしまう場合がある。照射光の波長にもよるが、乳房の光音響測定で得られる光吸収係数
分布は、主にヘモグロビンが光吸収したときの光音響波に由来する。そのため、機能画像
は主に血管像を示すものだと言えるが、血管以外の部分でも、微弱ではあるが光を吸収し
音響波を生じさせ得る。よって、機能画像をそのまま重ね合わせ画像として使用すると、
診断には不要な部分（血管以外の部分）が形態画像に重畳されてしまい、視認性が低下す
る場合があった。また、診断の際にある程度以上の規模の血管だけに注目している場合で
も、規模の小さい血管像も重畳画像に表示されてしまう場合があった。
【０００９】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、光音響測定により得られる機能画像と
、超音波測定により得られる形態画像とを重畳表示する際に、機能情報と形態情報の比較
を容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、以下の構成を採用する。すなわち、
　被検体に光が照射されて発生した光音響波に基づいて前記被検体内部の機能情報を示す
機能画像を作成し、前記被検体内部で反射した超音波に基づいて前記被検体内部の形態情
報を示す形態画像を作成する信号処理部を備え、
　前記信号処理部は、前記機能画像を複数の領域に分割し、前記複数の領域のそれぞれに
異なる画像処理を行い、処理された前記機能画像を前記形態画像に重畳し、重畳の結果と
して作成された重畳画像を表示部に表示させ、
　前記信号処理部は、前記機能画像を、前記機能画像の画素値に関する複数の閾値パラメ
ータに基づいて前記複数の領域に分割し、
　前記信号処理部は、前記機能画像に行う異なる画像処理として、前記機能情報に対する
透過率を設定する処理を行い、
　前記信号処理部は、前記機能画像の前記複数の領域のそれぞれに異なる透過率が設定さ
れるような画像処理を行う
ことを特徴とする被検体情報取得装置である。
　本発明は、また、以下の構成を採用する。すなわち、
　信号処理部を備える被検体情報取得装置を用いた被検体情報取得方法であって、
　前記信号処理部が、被検体に光が照射されて発生した光音響波に基づいて前記被検体内
部の機能情報を示す機能画像を作成し、前記被検体内部で反射した超音波に基づいて前記
被検体内部の形態情報を示す形態画像を作成する、作成ステップを有し、
　前記作成ステップにおいて、前記信号処理部は、
　　前記機能画像を複数の領域に分割し、前記複数の領域のそれぞれに異なる画像処理を
行い、処理された前記機能画像を前記形態画像に重畳し、重畳の結果として作成された重
畳画像を表示部に表示させ、
　　前記機能画像を、前記機能画像の画素値に関する複数の閾値パラメータに基づいて前
記複数の領域に分割し、
　　前記機能画像に行う異なる画像処理として、前記機能情報に対する透過率を設定する
処理を行い、
　　前記機能画像の前記複数の領域のそれぞれに異なる透過率が設定されるような画像処
理を行う
ことを特徴とする被検体情報取得方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、光音響測定により得られる機能画像と、超音波測定により得られる形
態画像とを重畳表示する際に、機能情報と形態情報の比較を容易にすることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明における被検体情報取得装置の全体構成図。
【図２】本発明における処理全体のフローチャート。
【図３】本発明における重畳画像調整処理を行うＧＵＩの一例を示す図。
【図４】実施例１における重畳画像処理のフローチャート。
【図５】実施例２における重畳画像処理の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の好適な実施の形態について説明する。ただし、以下
に記載されている構成部品の寸法、材質、形状およびそれらの相対配置などは、発明が適
用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、この発明の範囲を
以下の記載に限定する趣旨のものではない。なお、同一の構成要素には原則として同一の
参照番号を付して、説明を省略する。
【００１４】
　（装置構成）
　まず、図１を用いて本実施形態に係る被検体情報取得装置を説明する。図１に示す被検
体情報取得装置は、主な構成物として光源１１０、光学系１２０、音響波検出器１３０、
制御装置１４０、信号処理装置１５０、表示装置１６０、入力装置１７０を有する。
【００１５】
　本実施形態の音響波検出器１３０は、被検体１００に超音波を送信する超音波送信器の
機能と、被検体１００の内部を伝搬した超音波を検出する超音波受信器の機能を兼ねても
良い。なお、送信と受信の機能を別の機構により行なっても良い。また、反射波の受信と
光音響波の受信を、波長に応じた別の機構により行なっても良い。この場合、反射波受信
用の音響波検出器は本発明の超音波探触子に、光音響波受信用の音響波検出器は本発明の
光音響波探触子に相当する。また、制御装置１４０と信号処理装置１５０は一体に構成し
ても良い。以下、各構成について説明する。
【００１６】
　（被検体１００及び光吸収体１０１）
　これらは本発明の被検体情報取得装置の一部を構成するものではないが、以下に説明す
る。本発明の被検体情報取得装置は、人や動物の悪性腫瘍や血管疾患などの診断や化学治
療の経過観察などを主な目的とする。よって、被検体としては生体、具体的には人体や動
物の乳房や頸部、腹部などの診断の対象部位が想定される。ただし、ファントムなども測
定対象となり得る。
【００１７】
　光吸収体は、被検体内部にあり、相対的に吸収係数が高い部分である。例えば、人体が
測定対象であればオキシヘモグロビンあるいはデオキシヘモグロビンや、それらを多く含
む血管、さらに、新生血管を多く含む悪性腫瘍が光吸収体となる。また、頸動脈壁のプラ
ークなども光吸収体となる。
【００１８】
　（光源１１０）
　光源としては、数ナノから数マイクロ秒オーダーのパルス光を発生可能なパルス光源が
好ましい。具体的には効率的に光音響波を発生させるため、１０ナノ秒程度のパルス幅が
使われる。光源としてはレーザのかわりに発光ダイオードなども利用できる。レーザとし
ては、固体レーザ、ガスレーザ、色素レーザ、半導体レーザなど様々なレーザを使用でき
る。
【００１９】
　図中では光源が単一である例を示しているが、複数の光源を用いても良い。複数光源の
場合は、生体に照射する光の照射強度を上げるため、同じ波長を発振する光源を複数用い
ても良いし、光学特性値分布の波長による違いを測定するために、発振波長の異なる光源
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を複数個用いても良い。
【００２０】
　なお、複数の波長の光を照射するためには、光源として、発振する波長を変換可能な色
素やＯＰＯ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｓ）を使用
しても良い。使用する波長に関しては、生体内において吸収が少ない７００ｎｍから１１
００ｎｍの領域が好ましい。ただし、比較的生体表面付近の生体組織の光学特性値分布を
求める場合は、上記の波長領域よりも範囲の広い、例えば４００ｎｍから１６００ｎｍの
波長領域を使用しても良い。
【００２１】
　（光学系１２０）
　光源から出射された光は、光学部品により所望の光分布形状に加工されながら被検体に
導かれる。また、光ファイバなどの光導波路などを用いて光を伝搬させても良い。光学部
品は、例えば、光を反射するミラーや、光を集めたり拡大させたり形状を変化させるレン
ズ、光を拡散させる拡散板などである。このような光学部品は、光源から発せられた光が
被検体に所望の形状で照射されれば、どのようなものを用いてもかまわない。なお、光は
レンズで集光させるより、ある程度の面積に広げる方が生体への安全性ならびに診断領域
を広げられるという観点で好ましい。
【００２２】
　（音響波検出器１３０）
　音響波検出器は、検出素子により音響波を受信し、アナログ信号である電気信号に変換
するものである。圧電現象、光の共振、静電容量の変化等を用いたものなど、音響波信号
を検知できるものであれば、どのような検出器を用いてもよい。測定の効率化や精度向上
の観点から、音響波検出器は、複数の検出素子がアレイ上に配列されたものが好ましい。
【００２３】
　音響波検出器は、超音波（音響波）を受信する機能だけでなく、送信する機能を兼ねて
いることが、同一領域での信号検知や省スペース化などの理由から望ましい。また、同じ
理由から、超音波測定で受信する超音波の帯域と、光音響波測定で受信する光音響波の帯
域は必ずしも一致しないものの、双方の帯域をカバーするワイドレンジの検出器を採用す
ることも好ましい。
【００２４】
　本発明でいう音響波とは、典型的には超音波であり、音波、超音波、音響波と呼ばれる
弾性波を含む。光音響効果により発生した音響波のことを、光音響波または光超音波と呼
ぶ。
【００２５】
　（制御装置１４０）
　制御装置は、音響波検出器より得られた電気信号を増幅し、その電気信号をアナログ信
号からデジタル信号に変換する。制御装置は、典型的には増幅器、Ａ／Ｄ変換器、ＦＰＧ
Ａ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）チップなどで構成
される。音響波検出器から得られる電気信号が複数の場合は、画像形成の時間を短縮する
ため、同時に複数の信号を処理できることが望ましい。
【００２６】
　制御装置１４０はまた、光源から発生するパルス光の発光タイミングの制御や、パルス
光をトリガ信号とした電気信号の送受信のタイミングの制御を行う。ＦＰＧＡチップは、
信号の位相を整合するための遅延加算処理を行った後に加算処理を行うことで、被検体音
響インピーダンスなどの特性分布や、被検体内での散乱に起因するスペックルパターンデ
ータを形成できる。
【００２７】
　（信号処理装置１５０）
　信号処理装置にはワークステーションなどが用いられる。補正処理や画像再構成処理な
どは、あらかじめプログラミングされたソフトウェアにより行われる。例えば、ワークス
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テーションで使われるソフトウェアは、本発明の特徴的な処理である重畳処理を行う重畳
画像生成モジュール１５１を含んでいる。また、他のソフトウェアとして、画像再構成モ
ジュール１５２や、閾値管理モジュール１５３などのモジュールを含んでいる。なお、そ
れぞれのモジュールを、信号処理装置１５０とは別の装置として設けることもできる。ま
た信号処理装置１５０は２Ｄ空間、３Ｄ空間のいずれにも信号処理を適用することができ
る。信号処理装置は、本発明の信号処理部に相当する。
【００２８】
　重畳画像生成モジュール１５１で行う画像処理や、閾値管理モジュール１５３で管理す
る閾値の詳細は、実施例によって異なるので、各実施例の説明文に記載する。
　画像再構成モジュール１５２は、音響波信号を用いて画像再構成を行い、被検体の音響
インピーダンスなどの特性分布や、光学特性値分布を形成する。画像再構成アルゴリズム
としては、例えば、トモグラフィ技術で通常に用いられるタイムドメインあるいはフーリ
エドメインでの逆投影、整相加算（Ｄｅｌａｙ　ａｎｄ　Ｓｕｍ）などが用いられる。な
お、再構成に多くの時間を掛けても良い場合は、繰り返し処理による逆問題解析法も利用
できる。
【００２９】
　なお、光音響イメージングにおいては、フォーカスした音響波検出器を用いることで、
画像再構成なしに生体内の光学特性値分布画像を形成できる。そのような場合には、画像
再構成アルゴリズムを用いた信号処理を行う必要はない。
　また、制御装置、信号処理装置は一体化する場合もある。この場合、ワークステーショ
ンで行うようなソフトウェア処理ではなく、ハードウェア処理により被検体の音響インピ
ーダンスなどの特性分布や、光学特性値分布を生成しても良い。
【００３０】
　（表示装置１６０）
　表示装置は、信号処理装置から出力される画像を表示する装置である。典型的には液晶
ディスプレイなどが利用されるがプラズマディスプレイや有機ＥＬディスプレイ、ＦＥＤ
など他の方式のディスプレイでも良い。表示部は、本発明の被検体情報取得装置とは別に
提供されていても良い。表示装置は、本発明の表示部に相当する。
【００３１】
　（入力装置１７０）
　入力装置は、ユーザによる所定の閾値パラメータの設定指示や、表示を見ながらの設定
変更を受け付ける機構である。ディスプレイ上の表示と対応してユーザが数値等を設定で
きれば、ボタン、マウス、音声その他、どのようなものでも良い。入力装置は、本発明の
入力部に相当する。
【００３２】
　（処理全体の手順）
　図２のフローチャートを用いて、上記構成の装置による被検体情報取得の典型的な手順
を説明する。
【００３３】
　制御装置１４０は、ユーザによる測定指示に従い音響測定制御を開始する。
　ステップＳ２０１にて、光源１１０が、第一の波長の光を照射する。照射光は光学系１
２０を介して被検体１００の表面に導かれる。このとき光学系１２０ではビーム成形が行
われ、照射光の照明範囲や光強度分布などが整えられる。照射光は被検体１００内部を伝
搬し、光吸収体１０１から第一の波長による光音響波が発生する。
【００３４】
　ステップＳ２０２にて、音響波検出器１３０が第一の光音響波を受信して電気信号に変
換する。電気信号は、Ａ／Ｄ変換処理を経て第一の波長に起因する光音響波信号として信
号処理装置１５０に伝えられ、記憶手段であるＨＤＤ１５４に蓄積される。
【００３５】
　またこのとき、ステップＳ２０３にて、制御装置１４０の説明に記載したように、光源
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から発生したパルス光をトリガとして、一定の遅延時間後に超音波を送受信することで、
超音波測定も行う。このとき、生体内から反射、伝搬してここで取得する超音波信号も、
音響波検出器１３０で受信され、制御装置１４０で電気信号に変換された後、Ａ／Ｄ変換
処理を経て超音波信号として信号処理装置１５０に伝えられ、ＨＤＤ１５４に蓄積される
。
【００３６】
　ステップＳ２０４～Ｓ２０５にて、上記Ｓ２０２～Ｓ２０３と同様の処理を行う。即ち
、光源１１０から第二の波長の光を被検体１００表面に照射し、第二の波長に起因する光
音響波信号を取得し、ＨＤＤ１５４に蓄積する。
　なお、超音波測定による形態画像は取得済であるので、ここでは必ずしも超音波測定を
行う必要はない。
【００３７】
　ステップＳ２０６にて、画像再構成モジュール１５２が、上記各ステップで取得した光
音響波信号および超音波信号から画像を生成する。具体的には、第一の波長によって取得
した機能画像、第二の波長によって取得した機能画像、超音波によって取得した形態画像
が再構成される。
【００３８】
　ステップＳ２０７にて、各波長での機能画像はそれぞれ、重畳画像生成モジュール１５
１により、形態画像と合成される。このとき、重畳画像生成モジュール１５１は、閾値管
理モジュール１５３から重畳画像を生成するためのパラメータ閾値を取得して、機能情報
画像を加工し重畳用機能情報画像を生成する。
【００３９】
　重畳用の機能画像は次の要領で生成される。機能画像は、所定のパラメータ閾値に従っ
て複数領域に分割され、各領域用に用意された所望の画像処理設定パラメータによってそ
れぞれの領域に画像処理が行われる。画像処理設定パラメータとは、具体的には透明度（
透過率）や色相設定である。透過率の場合は、複数領域に分割された機能画像において、
それぞれの領域に異なる透過画像処理が施される。また、色相設定の場合は、機能画像の
それぞれの領域に異なる色変換処理が施され、不要部分が目立たないよう画像処理される
。
【００４０】
　このようにして生成された重畳用機能情報画像は、形態画像に重畳処理され、表示装置
１６０に表示される。このとき、閾値に応じて定められた重要度の高い注目部位と、それ
以外の非注目部位は、例えば透過率などで区別され、注目部位の視認性が高まっている。
【００４１】
　ステップＳ２０８にて、ユーザは、画像を確認しながら、入力装置１７０を使用して、
閾値管理モジュール１５３に新たなパラメータ閾値を設定し、重畳画像を作り直すことが
できる。
　なお、上記フローでは二つの波長にそれぞれ対応する光音響画像を超音波画像に重畳し
ているが、実際はこれに限られない。重畳用の機能画像を作成する元の画像として、単一
の波長に基づく光音響画像を用いても良いし、二つの波長での測定結果から作成した酸素
飽和度を示す画像を用いても良い。
【００４２】
　（ユーザインタフェース）
　ユーザが操作するＵＩの一例を図３に示す。
　ボタン３５０は、画像取得トリガボタン（キャプチャーボタン）である。これを押下す
ると、光音響波測定および超音波測定が行われ、重畳画像３６０が表示される。カラーバ
ー３３０は、機能画像の測定値の各レンジにおける表示の色相を確認するためのものであ
る。
【００４３】
　テキストボックス３１０は、閾値の上限設定値と、下限度設定値の設定用テキストボッ
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クスである。閾値の設定は、スライダーバー等の様な、直感的に操作できる手段であって
も良い。また、図中に符号３２０や３２１で示すように、設定した閾値範囲を、全レンジ
と対比して確認できる表示も用意すると、設定の具合が確認しやすい。ユーザによって閾
値が変更されると、所定の頻度で設定閾値に基づき重畳画像が再処理され、表示が更新さ
れる。ユーザは重畳画像３６０を確認しながら、閾値を設定することができるようになっ
ている。
【００４４】
　以下の記載では、形態画像を超音波測定により取得して重畳画像に用いているが、ドッ
プラ解析による血流情報など、一般的に超音波測定で得られるものとして知られる情報を
画像化して用いてもよい。
【００４５】
　＜実施例１＞
　次に、図１に示す被検体情報取得装置を用いた被検体情報取得方法の好適な実施形態を
説明する。
【００４６】
　（光吸収係数分布に適用する場合）
　図１に示す被検体情報取得装置において、光音響波測定によって生成する機能画像は、
光吸収係数分布を示す。本実施例においては、照射光の波長を、ヘモグロビンにおいて光
音響効果が起きるように調整してある。そのため、取得される光音響信号は、主にヘモグ
ロビンによって発生した光音響波であって、強い信号は規模の大きい血管から、弱めの信
号は毛細血管などの規模の小さい血管から得られる。これを画像化したものは、光吸収率
を示す光吸収係数の分布画像である。
【００４７】
　本実施例では、閾値管理モジュール１５３で管理する閾値パラメータは、光学特性値の
一つである光吸収係数とする。まず、光吸収係数分布データと、超音波画像を取得する。
光吸収係数分布データは、光音響測定の結果に対する再構成処理により得られた、測定領
域（本実施例では平面領域）における光吸収係数分布を示すデータ列である。また、超音
波画像は、光音響測定を行う領域と同領域における超音波断層像である。
【００４８】
　（重畳画像処理）
　以降、重畳画像生成モジュール１５１で行う重畳画像処理について、図４を参照しつつ
説明する。まず、重畳画像生成モジュール１５１が閾値管理モジュール１５３から閾値パ
ラメータを取得することでフローが開始する。
【００４９】
　ステップＳ４０１にて、重畳画像生成モジュール１５１は、光吸収係数分布データと閾
値パラメータを比較し、光吸収係数が閾値パラメータ以上の値となる部分を抽出し、非透
過マスクデータを作成する。このとき、非透過マスクデータは、閾値以上の部分が１、閾
値より小さい部分が０、の２値で表現されたデータ列である。
【００５０】
　ステップＳ４０２にて、重畳画像生成モジュール１５１は、光吸収係数が閾値パラメー
タより小さい値となる部分を抽出し、透過マスクデータを作成する。なお、透過マスクデ
ータは、非透過マスクデータの逆イメージとなるので、ここでは非透過マスクの反転デー
タを作成すればよい。
【００５１】
　ステップＳ４０３にて、重畳画像生成モジュール１５１は、光吸収係数分布データを用
い、光吸収係数分布画像を作成する。本実施例において、光吸収係数分布画像は、光吸収
係数に応じて異なる色相が割り当てられたカラー画像である。
【００５２】
　ステップＳ４０４にて、重畳画像生成モジュール１５１は、Ｓ４０３で作成した光吸収
係数分布画像に対して透過マスクデータを適用し、重畳用機能画像を作成する。ここで、
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重畳用機能画像とは、光吸収係数分布画像に対して、透過マスクデータの１に当たる画素
位置の透過処理が行われたものである。
【００５３】
　ステップＳ４０５にて、重畳画像生成モジュール１５１は、超音波断層像に対してＳ４
０１で生成した非透過マスクデータを適用し、重畳用形態画像を作成する。ここで、重畳
用形態画像とは、超音波断層像に対して、非透過マスクデータの１に当たる画素位置の透
過処理が行われたものである。
【００５４】
　ステップＳ４０６にて、重畳画像生成モジュール１５１は、Ｓ４０４で作成した重畳用
機能画像と、Ｓ４０５で作成した重畳用形態画像との重畳処理を行い、表示用画像を作成
する。そしてステップＳ４０７にて、作成された画像を表示装置が表示する。
【００５５】
　超音波測定により得られる形態画像は、被検体内部のエコー強度の異なる部分が画像化
されたものであり、生体組織の密度の異なる境界線が描出される。特に乳房内部の超音波
画像においては、腫瘍部は、ローエコー部と呼ばれる黒くつぶれた領域に見えることがあ
る。生体組織の境界線は、生体内部での血管の分布具合および位置を確認する上で重要で
あり、ローエコー部は、腫瘍部位周辺での機能情報の分布具合を確認する上で重要である
。したがって境界線とローエコー部は、双方ともに超音波画像における注目部位なので、
これらが覆い隠されるのは好ましくない。
【００５６】
　上記フローに従って生成された重畳用光吸収係数分布画像は、その非注目部位に透過処
理が施されているので、形態画像に重畳した場合でも、非注目部位によってローエコー部
や生体組織の境界線を覆い隠すことが少なくなる。その結果、患部の機能情報と患部付近
の形態情報の関連性を確認する上で、不要な情報による阻害感が軽減され、画像が見やす
くなる。
【００５７】
　＜実施例２＞
　（酸素飽和度に適用する場合）
　本実施例において生成する機能画像は、複数の波長での光音響波測定により得られる酸
素飽和度分布画像である。
【００５８】
　被検体内のオキシヘモグロビンに吸収されやすい波長の照射光と、デオキシヘモグロビ
ンに吸収されやすい波長の照射光のそれぞれを用いて取得した複数の血管像イメージを比
較することで、血液中の酸素飽和度を測定できる。この酸素飽和度の分布状況を画像化し
たものが酸素飽和度分布画像である。これは例えば、酸素飽和度の数値に応じて異なる色
相が割り当てられたカラー画像として表現できる。
【００５９】
　本実施例において、閾値管理モジュール１５３で管理する閾値パラメータは、光吸収係
数である。
【００６０】
　以下、図５を参照しながら、本実施例における被検体情報取得の画像処理を説明する。
図５（ａ）は、被検体と、関心領域（ＲＯＩ：Ｒｅｓｉｏｎ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）
の関係図である。被検体１００において、領域５００がＲＯＩである。被検体１００中に
は、それぞれ別個の血管である光吸収体１０１Ａと１０１Ｂ、腫瘍部である１０１Ｃが含
まれる。
【００６１】
　図５（ｂ）は、複数取得した血管像のうち、特定の波長で取得した血管像から定まるベ
ース画像である。このベース画像に対して、閾値パラメータ（本実施例では光吸収係数）
を適用し、所定値以上の部分を抽出する。この結果、図５（ｃ）に示すように、ベース画
像における注目部位と非注目部位とが領域分割される。規模が大きい血管である光吸収体
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１０１Ａは注目部位に含まれているが、光吸収体１０１Ｂは規模が小さいため光吸収係数
も小さく、非注目部位となっている。
【００６２】
　図５（ｄ）は、二つの波長での測定で得られた、酸素飽和度の分布画像である。図から
分かるように、主な血管である光吸収体１０１Ａの像は含まれているものの、その周囲の
組織からの光音響波に由来する像により、血管自体の視認性が低下している。また、光吸
収体１０１Ｂやその周囲の組織も画像化されている。この機能画像を何ら処理せずに形態
画像に重畳すると、診断を妨げるおそれがある。
【００６３】
　ここで、本実施例での画像処理のためのパラメータは、透過率であるものとする。すな
わち、図５（ｃ）のように分割された各領域のうち、非注目部位とされた領域については
、重畳する側の酸素飽和度画像の透過率を上げることで、重畳される側の超音波画像を見
やすくする。図５（ｅ）が、本実施例で得られる重畳用機能画像である。これは、上記要
領で分割した領域に基づいて酸素飽和度分布画像に対して透過画像処理を行って得られた
ものである。非注目部位にある光吸収体１０１Ｂは透過率が高いことが分かる。
【００６４】
　上記の処理は、酸素飽和度分布画像に対して、注目する規模の血管イメージによってマ
スク処理を行うこととほぼ同義であると言える。このとき、ベース画像として選択する波
長に応じて、血管イメージにおいてオキシヘモグロビンの多い動脈あるいはデオキシヘモ
グロビンの多い静脈のいずれの寄与度が大きくなるかを定められる。例えば動脈血を選択
的にマスクすることにより、新生血管に注目することが考えられる。また、それぞれの波
長で作成した血管イメージを重ね合わせることで、種類を問わず規模の大きい血管を抽出
し、酸素飽和度を表示できる。
【００６５】
　本実施例によれば、超音波測定で得られる形態画像に対して、所望以上の規模の血管部
分（注目部位）以外の情報を目立たないようにした酸素飽和度分布画像が重畳されるため
、注目部位における酸素飽和度と、形態情報の関連性の確認が容易になる。
【００６６】
　＜実施例３＞
　本実施例では閾値パラメータおよび透過処理の一例を説明する。実施例１、２において
は、閾値パラメータは１つの値として説明したが、本実施例では複数のパラメータを用い
る。
【００６７】
　閾値パラメータが１つであれば、光吸収画像は閾値以上の領域と、閾値より小さい領域
とに分類される。本実施例のように複数のパラメータであれば、特定の規模の血管が存在
する領域（注目領域）と、そうでない領域（非注目領域）とを、より詳細に分類すること
ができる。
【００６８】
　またこのとき、分割された各領域に施す画像処理のためのパラメータは透過率である。
例えば、注目領域には低い透過率が、非注目領域には高い透過率が設定されている場合、
非注目領域は透過し、注目領域が浮き出たような重畳用画像が生成される。このようにし
て生成された機能画像を形態画像に重畳すると、診断に必要な部位を見やすく提示できる
。
【００６９】
　本実施例によれば、機能画像において、表示させる領域をより細やかに指定できる。ま
た、透過率を設定することで、機能画像のうちの非注目領域を重畳画像から完全に排除す
るのではなく、目立たないように表示する方法も可能となり、ユーザの選択の幅が広がる
。
【００７０】
　以上の各実施例で述べたように、本発明では、光音響測定により得られる機能画像と、
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超音波測定により得られる形態画像とを重畳表示する際に、ユーザ指定のパラメータに従
い、機能情報の非注目部分を目立たなくなるよう画像処理する。その結果、機能情報の不
要な部分で形態情報の注目部分を覆い隠すことを抑止できるので、機能情報と形態情報の
比較が容易となる。
【符号の説明】
【００７１】
　１１０：光源，１３０：音響波検出器，１４０：制御装置，１５０：信号処理装置，１
５１：重畳画像生成モジュール，１５２：画像再構成モジュール，１５３：閾値管理モジ
ュール，１６０：表示装置

【図１】 【図２】
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